
中央区公衆浴場法施行条例及び同条例施行規則の一部改正のお知らせ 

１ 改正の理由 

国は、入浴施設のレジオネラ症対策に関する厚生労働科学研究において知見等が得られたこと

及び厚生労働科学研究「子どもの発育発達と公衆浴場における混浴年齢に関する研究」の研究結

果等を踏まえ、公衆浴場及び旅館業施設における維持管理の指導指針である公衆浴場における衛

生等管理要領（以下「衛生等管理要領」という。）の改正を行い、公衆浴場における男女の混浴制

限年齢の引下げ及びレジオネラ症発生防止対策が強化されました。 

そのため、中央区では、衛生等管理要領の改正趣旨を踏まえ、中央区公衆浴場法施行条例（以

下「条例」という。）及び同条例施行規則に定める構造設備及び衛生措置等の基準を見直し、レジ

オネラ症発生防止対策を強化しました。 

 

２ 主な改正内容 

① 混浴制限年齢の引下げ（条例第５条第３項第３号・条例第 7条） 

公衆浴場の衛生及び風紀に必要な措置基準のうち、男女の混浴制限年齢を、これまでの１０

歳以上から７歳以上に引き下げます。 

（改正前）１０歳以上の男女を混浴させないこと。 

（改正後）７歳以上の男女を混浴させないこと。 

② 貯湯槽の衛生措置基準の拡大（条例第５条第２項第８号・条例第 7条） 

これまで温泉の貯留のみに限定していた貯湯槽の衛生措置基準（貯湯槽内部の汚れ等の点検、

清掃及び消毒等）の対象を、全ての温水を貯留する貯湯槽に拡大します。 

・内部の汚れ等の点検：随時 

・清掃及び消毒の回数：１回以上/年 

 ・槽内の湯の温度：６０℃以上 

③ 浴槽水の消毒の衛生措置基準（条例第５条第２項第１０号ニ・条例第 7条） 

これまで浴槽水の消毒方法として、遊離残留塩素の濃度（０．４mg/L以上）のみを基準として

明確化していましたが、遊離残留塩素による消毒により難い場合は、モノクロラミンの使用も可

能とし、濃度について基準を明確にすることとします。 

・浴槽水のモノクロラミン消毒：濃度３mg/L以上 

④ 調節槽の衛生措置基準の追加 （条例第５条第２項第１１号・条例第 7条） 

 調節槽（浴室の洗い場の湯栓（カラン）やシャワーに送る湯の温度を調節するための槽（タン

ク））から供給される温水の衛生を確保できるよう調節槽内部の汚れ等の点検、清掃及び消毒を

行い、ぬめり等汚れを除去することとします。 

・内部の汚れ等の点検：随時 

・清掃の回数：１回以上/年 

・消毒の回数：１回以上/週 



※以下⑤は、施行日（令和４年１月１日）以後に、増築、改築、大規模修繕をする場合は、適

用となります。 

⑤ 気泡発生装置等の構造設備基準の追加（条例第４条第４項第８号・条例第６条） 

 浴槽に気泡発生装置等（ジャグジー、水流発生装置等）の微細な水粒を発生させる設備を設け

る場合には、たまり水や汚れを適切に除去できるよう、点検、清掃及び排水を行うことができる

構造とします。 

 

３ 施行日 

令和４年１月１日から施行します。 

 


